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安全データシート 

 

製品名   ：   ＯＫ－０１     

       

 整理番号  ：２７０００１                  作成 1995年 06月 30日 

ＳＤＳ番号 ：ＤＫＳＡＦ－２７                 改訂 2016年 06月 01日 

 

１ 化学物質等及び会社情報  

    化学物質等の名称：ＯＫ－０１       

                

会社情報    ：         会社名   第一化成産業株式会社 

住所    東京都千代田区神田神保町３-７-１ 

担当部門  エアーフォーム事業部 

電話番号  03－3264－8221 

Ｆａｘ番号 03－3264－8228 

緊急連絡先 049－242－7785 

 

２ 危険有害性の要約 

   ＧＨＳ分類 

物
理
化
学
危
険
性 

火薬類 分類対象外 

健
康
有
害
性 

急性毒性（経口） 分類できない 

可燃性/引火性ガス 分類対象外 急性毒性（経皮） 分類できない 

可燃性/引火性エアゾール 分類対象外 急性毒性（吸入：気体） 分類できない 

支燃性/酸化性ガス 分類対象外 急性毒性（吸入：蒸気） 分類できない 

高圧ガス 分類対象外 急性毒性（吸入：粉塵及びミスト） 区分４ 

引火性液体 区分外 皮膚腐食性/刺激性 区分３ 

可燃性固体 分類対象外 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分２ 

自己反応性化学品 分類対象外 呼吸器感作性 分類できない 

自己発火性液体 分類対象外 皮膚感作性 分類できない 

自己発火性固体 分類対象外 生殖細胞変異原性 区分２ 

自己発熱性化学品 分類対象外 発がん性 分類できない 

水反応可燃性化学品 分類対象外 生殖毒性 分類できない 

酸化性液体 分類対象外 特定標的臓器毒性（単回暴露） 区分２（※１） 

酸化性固体 分類対象外 特定標的臓器毒性（反復暴露） 区分１（※２） 

有機化酸化物 分類対象外 吸引性呼吸器有害性 区分１ 

金属腐食性物質 分類対象外   

 水生環境 

有害性 

急性水生毒性 分類できない 

慢性水生毒性 分類できない 

                                ※１肺 ※２肺・皮膚 

 

   

 ＧＨＳラベル要素 

[絵表示又はシンボル] [注意喚起語] 

   

危 険 
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 [危険有害性情報] 

  ・吸入すると有害 

  ・眼刺激 

    ・遺伝性疾患のおそれの疑い 

     ・臓器の障害のおそれ(肺) 

     ・長期又は反復暴露による臓器の障害(肺、皮膚) 

    ・飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 

   ［安全対策］ 

    ・使用及び取扱いの前に安全データシートを必ず読むこと。 

      ・すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 

・ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 

・取扱い後は手をよく洗うこと。 

・この製品を使用する時に、飲食または喫煙しないこと。 

・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 

・指定された個人用保護具を使用すること。 

 

   ［応急処置］ 

    ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 

    ・吸入した場合：被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ

ること。 

    ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して

いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

    ・暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 

    ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 

    ・気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。 

    ・無理に吐かせないこと。 

    ・眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。 

 

   ［保管］ 

    ・施錠して保管すること。 

 

   ［廃棄］ 

    ・内容物や容器は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、都道府県知事の 

許可をうけた専門の廃棄物処理業者に処理を委託すること。 

 

 

３ 組成及び成分情報   

単一製品・混合物の区分：混合物 

 危険含有成分 

化学名 鉱油 

含有量（％） 84.0 

危険有害性の分類 労働安全衛生法：法第５７条の２名

称等を通知すべき有害物［No.168］ 
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４ 応急措置 

   吸入した場合     ：新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 

必要があれば医師の診断を受けること。 

    皮膚に付着した場合  ：多量の水および石鹸で洗い流す。症状が出た場合は、必要に応

じて医師の診断を受ける。 

    目に入った場合    ：直ちに清浄な水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレ

ンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗

浄を続けること。15分以上洗浄した後、医師の処置を受ける。 

    飲み込んだ場合    ：水で口の中を洗浄し、コップ 1～2杯の水又は牛乳を飲ませる。

直ちに医師の処置を受ける。被災者に意識が無い場合には、口

から何も与えてはならない。  

    最も重要な徴候及び症状：鼻粘膜への弱い刺激性 

    応急措置をする者の保護：救助者は、ゴム手袋、ゴーグル等の適切な保護具を着用する。 

    医師に対する注意事項 ：具体的な治療法が明確で無い時は、日本中毒情報センター又は

大学病院情報センターへ連絡する。 

 

 

５ 火災時の措置 

    消火剤        ：粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧

状水  

    使ってはならない消火剤：棒状の水 

    火災時の特定危険有害性：燃焼ガスには一酸化炭素、窒素酸化物等の有毒なガスが含まれ

るので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。 

    特定の消火方法    ：火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消

火作業は、可能な限り風上から行う。周囲の設備などに散水し

て冷却する。関係者以外は安全な場所に退避させる。消火のた

めの放水等により、製品もしくは化学物質が河川や下水に流出

しないよう適切な措置を行う。 

    消火を行う者の保護  ：燃焼ガスには一酸化炭素、窒素酸化物等の有毒ガスが含まれる

ので、消火作業の際には、適切な呼吸用保護具を着用し、煙の

吸入を避ける。 

     

 

６ 漏出時の措置 

   人体に対する注意事項 ：作業には、必ず保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。多

量の場合は、人を安全な場所に退避させる。必要に応じた換気

を確保する。  

    環境に対する注意事項 ：漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 

    封じ込め及び浄化の方法：少量の場合、吸着剤(土･砂･ウエス等)で吸着させ取り除いた後、

残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。大量の水で洗い流す。

多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導い

てからドラム等に回収する。 

    二次災害の防止策   ：付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備

する。床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の

原因となるため注意する。漏出物の上をむやみに歩かない。火

花を発生しない安全な用具を使用する。 
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７ 取扱い及び保管上の注意 

   取扱い 

技術的対策・注意事項：取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置す

る。火気厳禁。 作業場の換気を十分行う。保護眼鏡、保護手

袋等の適切な保護具を着用。取扱い後は、手･顔等をよく洗い、

うがいをする。 

   保 管 

適切な保管条件    ：通気のよい場所で容器を密閉し、室温で保管する。火気厳禁。 

           開封後は水･その他の異物混入を避け、密栓して室温(20℃位)

で保管し、なるべく早目に使い切る。 

安全な容器包装材料 ：製品使用容器に準ずる。 

 

 

８ 暴露防止措置及び保護措置 

管理濃度 未設定 

許容濃度 

(日本産業衛生学会) 

OEL 3mg/m3 (鉱油ミスト) 

2007 年度版 

許容濃度 

(ＡＣＧＩＨ) 

TWA 5mg/m3 (鉱油ミスト) 

2005 年度版 

   設備対策：蒸気又はヒュームやミストが発生する場所は、局所排気装置を設置する。取扱

い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。機器類は防爆構

造とし、設備は静電気対策を実施する。  

   保護具 ：必要により有機溶剤用防毒マスク、不浸透性保護手袋、保護眼鏡、長袖作業衣、

マスク等の着用が望ましい。 

   衛生対策：取扱い後は、手･顔等をよく洗い、うがいをする。 

 

 

９ 物理的及び化学的性質 

   物理的状態：液体 

   色    ：淡黄色 

   臭 い  ：わずかに特異な臭いを有する。 

   ｐＨ値  ：7.0 （1%水溶液･20℃） 

   引火点  ：145℃ 

   爆発範囲 ：データなし  

比 重  ：0.9（20℃） 

   溶解性  ：水に乳化 

    

 

１０ 安定性及び反応性 

    安定性      ：通常の取扱いでは、熱･光･衝撃に対して化学的に安定。自己重合性

はない。 

    危険有害反応可能性：通常の使用条件で安定。  

    避けるべき条件  ：データがない。  

    混触危険物質   ：データがない。 

    危険有害分解生成物：窒素酸化物 
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１１ 有害性情報 

急性毒性(経口) 
製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 LD50>5000mg/kg(ラット) 

急性毒性(経皮) 
製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 LD50>5000mg/kg(ラット) 

急性毒性（吸入：気体） 対象外 

急性毒性（吸入：蒸気） 
製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 LC502.18mg/L(ラット) 

急性毒性 

（吸入：粉塵及びミスト） 

情報なし 

皮膚腐食性/刺激性 
製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 軽度の刺激性(ウサギ) 

眼に対する重篤な損傷/ 

眼刺激性 

製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 軽度の刺激性(ウサギ) 

呼吸器感作性 情報なし 

皮膚感作性 情報なし 

生殖細胞変異原性 

製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 ラットを用いた体細胞 in vivo変異原生試験におい

て異常細胞の増加を確認 職業曝露を受けたヒトの抹消血リンパ球で染

色体異常の頻度増加が観察された 

発がん性 情報なし 

生殖毒性 情報なし 

特定標的臓器毒性 

（単回暴露） 

製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 肺に肉眼的、病理組織学的な急性変化(詳細不明)が

用量依存的(1.51～5.05mg/L)に見られた 

特定標的臓器毒性 

（反復暴露） 

製品：情報なし 

成分：精製鉱物油 鉱油の摂取により肺への吸引を起こし、その結果、

油性肺炎または化学性肺炎をもたらすとの報告あり 

吸引性呼吸器有害性 情報なし 

その他データ 

OSHAによる評価：本製品には精製鉱物油が含まれているが、その構成成

分は、高度靖製油であり IARCではグループ 3(ヒトに対して発がん性に

ついて分類できない)に分類 

EUによる評価：｢構成成分は、高度精製油であり、発がん物質としての

分類は適用される必要はない｣ 

 

 

１２ 環境影響情報 

    生態毒性   ：情報なし 

    残留性・分解性：情報なし 

        生体蓄積性  ：情報なし 

    土壌中の移動度：情報なし 
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１３ 廃棄上の注意 

    残余廃棄物：焼却する場合、関連法規･法令を遵守する。廃棄する場合、内容物を国際、国、

都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。都道府県知事の許可を受けた

産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者と契約し、廃棄物処理法(廃棄物の処理

及び清掃に関する法律)及び関係法規･法令を遵守し、適正に処理する。 

   汚染容器･包装：空の汚染容器･包装を廃棄する場合、内容物を除去した後に、容器を国際、国、

都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。都道府県知事の許可を受けた

産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃

に関する法律)及び関係法規･法令を遵守して、適正に処理する。 

 

 

１４ 輸送上の注意 

    国内規制：陸上輸送：消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。 

         海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。 

         航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。 

    国際規制：航空輸送は IATA及び海上輸送は IMDGの規則に従う。 

    国連分類：分類基準に該当しない。 

    国連番号：分類基準に該当しない。 

    HSコード：3809.92-000 

    安全対策：輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、損傷

がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。消防法危険物第４類第３石

油類に該当するので、同法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。タ

ンクローリー等の荷役時には車止め、ホースの連結、必要に応じてアースを確

実に行う。ホースの脱着時は、ホース内の残留分の処理を完全に行う。 

 

 

１５ 適用法令 

    消 防 法：危険物 第４類 第３石油類(水溶性) 

    労働安全衛生法：法第５７条の２（施行令第１８条の２）名称等を通知すべき有害物 

            鉱油［No.168］ 

        Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法：該当せず 

    毒物劇物取締法：該当せず 

     

 

１６ その他の情報 

本データシートの記載内容は、現時点で入手できる資料、データ等の情報に基づいてお 

りますが、必ずしも十分な知見があるわけではありません。安全データシートは製品の 

取扱い或いは使用する際の安全を確保するための情報を提供することを目的としており、

製品の性能或いは安全性等を保障するものではありません。記載した注意事項等につき 

ましても、その用途上想定される通常の取扱いを前提としたものです。取扱いの状況に 

応じて、必要な安全対策を講じることをお勧めします。 

 

 


